
様式第３号

坂井市長　様

　以下の変更申請（届出）に必要な市民税の情報及び世帯情報を閲覧するとともに、利用施設等への提供
に同意します。

□ 新住所 　 〒

□ □ □ □ □

□ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※

□ 保育希望時間 時 分 ～ 時 分 市記載欄

□ □ □ 可 □ 否

□ 現在の状況

□ □ □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※就労証明書を提出してください。

□

時 分 ～ 時 分

時 分 ～ 時 分

※就労証明書を提出してください。

□ 年　 月 日 ～ 年　 月 日

※育児休業期間が分かるもの提出してください。

□ 年　 月 日

※母子手帳（写）を提出してください

□

※教育標準時間認定（１号認定）の方は、太枠のみ記入してください。

※教育・保育給付認定の変更は、原則、申請書を本市が確認した翌月1日からとなります。

（　　年　　月　　日）

異動日

内容により認定区分
や利用者負担額が
変更となる場合があ
ります。

電話番号

教育・保育給付認定変更申請書（兼変更届出書）
　　　　　　　年　　　月　　　日

保護者 住 所

氏 名

児童名

氏名（ふりがな） 生年月日 利用施設名 教育・保育給付認定番号

　　　　年　　　月　　　日生

　　　　年　　　月　　　日生

　　　　年　　　月　　　日生

該
当
す
る
項
目
・
内
容
に
チ

ェ
ッ
ク
し
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

項　　　目 内　　　　　　　容

住 所
　　異動日 　坂井市
（　　年　　月　　日）

家 族 構 成 婚姻 離婚 出生 死亡

その他

変
更
後
の
家
族
状
況

氏　　名 続柄 生年月日 備　　考

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

□ 就 職
就職開始日 　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　年　　月　　日

保育必要量の変更

保育標準時間にしたい 保育短時間にしたい

離 職

　　離　職　日

（　　年　　月　　日） ※求職中の方は就労予定申立書、就労内定の方は就労証明書または就労予定申立書を提出してください。

そ の 他

勤務時間変更 　勤務先名

変更前勤務時間

変更後勤務時間

育児休業取得

出 産 予 定 出産予定日

求　職　中 就労内定

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日



◆ 手続きが必要な場合 ◆

【　１号、２号、３号認定共通　】

変更事由 内　　容 必　要　な　添　付　書　類

住所の変更 住民票地の変更 なし

保護者の婚姻 戸籍（写）

保護者の離婚 戸籍（写）または児童扶養手当の証書等

妊娠または出産 母子手帳（写）

父母、子どもの死亡 なし

【　２号、３号認定　】

変更事由 内　　容 必　要　な　添　付　書　類

保育必要量の変更 保育時間の変更を希望 ※必要な場合有り（お問い合わせください）

就職 就労証明書

※求職活動をする場合→就労予定申立書

※自営業を始める場合

　　→ 自営申立書 及び 営業許可証等

※病気療養をする場合→診断書

※家族の介護をする場合→介護申立書

勤務時間の変更 就労証明書

育児休業の取得 育児休業期間が分かるもの

〈 用語について 〉

　・１号認定　・・・　幼稚園部への入所児童

　・２号認定　・・・　保育園部への入所児童のうち、満３才以上の児童

　・３号認定　・・・　保育園部への入所児童のうち、満３才未満の児童

　　※ １～３号認定のことを、「教育・保育給付認定区分」と称します。

　・保育必要量　・・・　短時間認定（～１６時まで）と標準時間認定（～１８時まで）の２種類

－ 注 意 事 項 －

① 変更の内容により、保育必要量や利用者負担額が変更になる場合があります。

② 教育・保育給付認定の変更は、原則、申請書を本市が確認した翌月１日からとなります。

※ 教育・保育給付認定変更申請書（兼変更届出書）と添付書類の就労証明書等は、保育課

　　または各保育園・幼保園・こども園にあります。　また、園を通じて提出いただくこともできます。

　　　　　　　　　【 問い合わせ先 】　　坂井市健康福祉部 保育課

　　TEL　：　0776 - 50 - 3088

　　入所申込の内容に変更があった場合は
　　　　　　　　　　　　　　　　　次の手続きが必要です！

保育園・幼保園・こども園の入所申し込みをした後、次のような変更があった場合は、裏面の教
育・保育給付認定変更申請書（兼変更届出書）の提出が必要です。

家族構成の変更

保育事由の変更
離職


